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令和５年６月２日 デジタル田園都市国家構想実現会議 総務省提出資料

自動運転・ドローンの社会実装に向けたデジタル基盤整備の推進



自動運転の社会実装に向けたデジタルインフラ整備事業

令和５年度補正予算：２０５億円 ※既存の「デジタルインフラ整備基金」に拡充

 デジタルライフライン全国総合整備実現会議の議論を踏まえ、高速道路上の自動運転レベル４※１の社会実
装（分合流支援、遠隔監視など）に必要となるデジタルインフラ整備を推進。

 具体的には、以下の取組を実施。
① 分合流円滑化のための5.9GHz帯V2X通信の早期導入に向けた環境整備（既存無線局の周波数変更）
② 安定した遠隔監視のための携帯電話基地局の5G SA※２化支援
※１特定条件下における完全自動運転（高速道路上などの特定条件下においてシステムが全ての運転タスクを実施）

※２ 5Gスタンドアロンの略。低遅延などの5Gの特徴を最大限発揮することで、安定した映像伝送などを実現

① 5.9GHz帯V2X通信の早期導入に向けた環境整備 ② 携帯電話基地局の5G SA化支援
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携帯電話
基地局

（５G SA）

遠隔監視センター

安定した遠隔監視
（低遅延、高画質）を実現

既存無線局

V2X路側機利用不可

×
【現状】 【将来】

V2X路側機

既存無線局

〇
周波数変更

電波干渉が発生し、
実証などが実施できない

既存無線局を周波数
変更し、実証環境を整備

デジタルインフラ整備を通じ、安全な自動運転の実装を加速



補助金の交付決定（基金設置法人の決定）について 5

＃総務省「令和5年度補正予算事業「自動運転の社会実装に向けたデジタルインフラ整備事業」及び「国際海底ケーブルの多ルート化によるデジタルインフラ強靱化事業」に係る補助金の交付決定」（令和６月３月６日）
（https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000633.html）

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000633.html


自動運転の社会実装に向けたデジタルインフラ整備事業の概要 6

自動運転の社会実装に向けたデジタルインフラ整備事業

①5.9GHz帯V2X通信の早期導入に向けた
環境整備事業

②携帯電話基地局高度化支援事業

執行スキーム 総務省 → 基金設置法人 → 民間事業者

設置期間 助成期限：令和９年度末、設置期限：令和１０年度末

定義

大臣が別に定める地域において、5.9GHz帯V2X通信実験試験
局を用いた自動運転の社会実装に向けた実証事業等の実施に
当たり、当該無線局の無線設備から発射される電波の影響によ
り、地上系によるデジタル方式のテレビジョン放送（以下「地上
デジタルテレビ放送」という。）の受信の障害が発生するおそれ
がある場合において、当該地上デジタルテレビ放送の受信障害
を防止することを目的として、当該地上デジタルテレビ放送用施
設及び設備を整備する事業であって、民間事業者等が行うもの

大臣が別に定める地域において、自動運転の社会実装に向け
た実証事業等の実施を予定する道路上の一部で、高度な電波
の能率的な利用に資する技術を用いて行われる携帯電話の無
線通信（以下「高度化無線通信」という。）を行うために、当該高
度化無線通信に必要な無線通信用施設及び設備を設置する事
業であって、無線通信事業者（無線通信を行う電気通信事業者
をいう。以下同じ。）又はインフラシェアリング事業者が行うもの

大臣が別に
定める地域

東北総合通信局、関東総合通信局、東海総合通信局及び近畿
総合通信局の管轄区域に含まれる都府県の全域に加え、今後
策定される「デジタルライフライン全国総合整備計画」（改訂が
あった場合には改訂後の内容を含む。）において、自動運転の
社会実装に向けた実証事業等の実施を予定する地域が含まれ
る道県の全域

新東名高速道路及び東北自動車道の周辺概ね１ｋｍ以内の区
域に加え、今後策定される「デジタルライフライン全国総合整備
計画」（改訂があった場合には改訂後の内容を含む。）において
自動運転の社会実装に向けた実証事業等の実施を予定する道
路の周辺概ね１ｋｍ以内の区域

補助率 定額

１／２
無線通信事業者が複数者共同で実施する場合又は

インフラシェアリング事業者が実施する場合にあっては、

２／３



5.9GHz帯V2X通信の実用化に向けた周波数再編など 7

＃総務省デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会（第5回）（令和6年2月29日）資料５－５（https://www.soumu.go.jp/main_content/000931093.pdf）より引用

 「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」（第５回）において、ITS情報通信システム推進会議より、
「5.9GHz帯V2X通信の社会実装に向けた課題と要望について」プレゼンテーションがあった

 プレゼンテーションにおいては、5.9GHz帯V2X通信の社会実装に向け、以下の点について要望があった
－ 今後、高速道路／一般道、合流部／交差点など各種環境での実証データ取得が重要
－ 5.9GHz帯V2X通信の実用化に向けた利用環境整備（周波数再編など）の推進
－ 2024年度からの実証に向けて、5.9GHz帯V2X通信の実験試験局免許手続きの簡素化を検討すべき

デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会（第５回）

https://www.soumu.go.jp/main_content/000931093.pdf


自動運転トラック周囲の
映像情報など

自動運転トラック実証に向けた総務省としての取組 8

V2X通信 V2N通信

 関係省庁が連携し、

－通信方式（760MHz帯、5.8GHz帯、5.9GHz帯）の比較・評価

－実用化に向けたガイドラインの策定 など

に取り組む予定

 ITS無線の標準規格策定を担うITS情報通信システム

推進会議（ITS Forum）とも連携

 携帯電話事業者等と連携し、

－実証実験区間（駿河湾沼津SA～浜松SAなど）に

おけるV2N通信に係る実証・評価

－補助金事業を活用した重点スポット（分合流部等）

における携帯電話基地局の高度化 など

に取り組む予定

「5.9GHz帯への運転支援システムの導入に係る技術的検討」（R５～R７）を活用

合流支援イメージ
自動運転トラックの本線合流を支援

合流割込対応支援イメージ
本線に合流する他車両への対応を支援

自動運転車
合流注意

ITSスポット
（760M、5.8G、5.9G）

LiDAR
①本線車を検知し、
位置・速度を生成

道路情報板

②’本線車への合流接近周知

①’トラック通過を検知
② トラックへ情報提供

赤外線センサ

①合流車を検知 道路情報板

②’合流車への
ﾄﾗｯｸ接近周知

速度調整により、
急減速等を回避

速度調整により、
隙間を狙って合流

自動運転車
合流注意

①’トラック通過を検知
② トラックへ情報提供

ITSスポット
（760M、5.8G、5.9G）

遠隔監視イメージ

携帯電話
基地局

遠隔監視センター
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＃デジタル庁 モビリティワーキンググループ資料（第３回）（令和6年3月26日）資料２（https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/75993bde-62db-
4ff4-93e9-53a935dff056/37fae96b/20240328_meeting_mobility-working-group_outline_02.pdf）より引用

「モビリティ・ロードマップ」の検討状況

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/75993bde-62db-4ff4-93e9-53a935dff056/37fae96b/20240328_meeting_mobility-working-group_outline_02.pdf
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＃デジタル庁 モビリティワーキンググループ資料（第３回）（令和6年3月26日）資料２（https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/75993bde-62db-
4ff4-93e9-53a935dff056/37fae96b/20240328_meeting_mobility-working-group_outline_02.pdf）より引用

「モビリティ・ロードマップ」の検討状況

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/75993bde-62db-4ff4-93e9-53a935dff056/37fae96b/20240328_meeting_mobility-working-group_outline_02.pdf


12「デジタルライフライン全国総合整備計画」の検討状況

＃経済産業省 デジタルライフライン全国総合整備実現会議資料（第３回）（令和6年3月28日）資料３
（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/lifeline_kaigi/dai3_0328/siryou_3.pdf）より引用

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/lifeline_kaigi/dai3_0328/siryou_3.pdf


13「デジタルライフライン全国総合整備計画」の検討状況

＃経済産業省 デジタルライフライン全国総合整備実現会議資料（第３回）（令和6年3月28日）資料３
（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/lifeline_kaigi/dai3_0328/siryou_3.pdf）より引用

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/lifeline_kaigi/dai3_0328/siryou_3.pdf
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＃経済産業省 デジタルライフライン全国総合整備実現会議 自動運転支援道ワーキンググループ資料（第２回）（令和5年12月15日）資料２
（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/lifeline_kaigi/autowg/dai2_1215/siryou_2.pdf）より引用

「デジタルライフライン全国総合整備計画」の検討状況

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/lifeline_kaigi/autowg/dai2_1215/siryou_2.pdf
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＃経済産業省 デジタルライフライン全国総合整備実現会議資料（第３回）（令和6年3月28日）資料２
（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/lifeline_kaigi/dai3_0328/siryou_2.pdf）より引用

○デジタルライフライン全国総合整備計画（案）＜自動運転関係のうちV2X・V2N関係記載の抜粋＞
（自動運転サービス支援道の構成要素）

2024 年度より、上記を達成するために、特に以下に示す設備の整備を進める。
（イ） 路側のカメラ、LiDAR 等の設置
（1）高速道路：合流・車線変更支援、先読み情報を提供するために必要なインフラ
（2）一般道：交差点や死角発生地点などでの交通円滑化・安全強化に必要なインフラ

（ロ） 分合流円滑化のための V2X 通信、安定した遠隔監視・運行管理のためのV2N 通信（5G SA（スタンドアローン）等）の通信環境
（ハ） 自動運転に必要な通信の信頼性確保等に必要となるローカル 5G 通信などの環境
（ニ） 安全かつ円滑に走行するために必要な情報提供システム
（ホ） 車両運行データ等の連携システム

後述（5.3.5 節 先行地域）に記載の地域で実施されるアーリーハーベストプロジェクトや関連する取り組みを中心に設備の整備・検証を進め、関係省庁間での連携を強化
し、自動運転車の実装に向けて特に以下の項目を中心に議論を加速する必要がある。
① 自動運転車が安全かつ円滑に走行するために、自動運転車およびコネクテッドカーの位置情報、走行状況、自車の車載カメラ映像や、気象情報、自車以外のカメラ、

LiDAR 等の情報を複数事業者で享受できるような情報提供システムの実装を念頭に置き、アーリーハーベストプロジェクトの中で整備を行う。
② 路車協調による情報提供システム（高速道路における合流支援・先読み情報等の提供）の検証を開始し、仕様の策定を目指す。
③ V2X 通信に係る通信規格の検討・策定については、内閣府戦略的イノベージョン創造プログラム（SIP）自動運転において産学官連携で策定した「協調型自動運転通信

方式ロードマップ」を踏まえ、2030 年頃から統一規格に基づく導入・社会実装に向けた検討を進める。具体的には、アーリーハーベストプロジェクトにおける V2X 通信
（760MHz 帯、5.8GHz 帯、5.9GHz 帯の各方式）に係る検証結果や、総務省「自動運転時代の“次世代の ITS 通信”研究会」での議論を踏まえ技術基準の策定等を行う。

④ 遠隔監視システムその他の安全かつ効率的な自動運転のために必要な通信システムの信頼性確保等に関する検証を実施し、その成果を踏まえ、2024 年度中を目途
に、自動運転の導入を検討する地域が参照可能なモデル集を策定する。同モデル集に即して、自動運転の実装に当たって通信システムの信頼性確保等に必要となる
地域の情報通信環境の整備を支援する。

⑤ 自動運転サービス支援道等で蓄積したデータを活用した環境モデルを構築し、開発関係者に広く共有することで、開発関係者がシミュレーション等により効率良く安全
性検証を行うことが可能となるプラットフォームの構築を目指す。
・ このため、官民が一体となり自動運行装置の安全性評価における活用を目指し、2024 年度のアーリーハーベストプロジェクトの実装等において、当該環境モデルを

活用したシミュレーションの妥当性、プラットフォームの運営方法や担い手の在り方について検証を行う。
⑥ 信号情報配信については、その高度化のための実証環境を 2025 年度までに構築するとともに、交通安全の確保に向けた信号情報の活用可能性や信号情報の提供

に係る費用負担の在り方を含めた実装スキーム等を 2027 年度までに検討する。

「デジタルライフライン全国総合整備計画」の検討状況

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/lifeline_kaigi/dai3_0328/siryou_2.pdf
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